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1 新宿区の取組
ひきこもり総合相談窓口の運営
　新宿区では、これまで、ひきこもりや生きづらさのことでお悩みのご本人及びご家族に対し
ては、各関係部署が連携しながら対応してきましたが、ひきこもりの相談先をよりわかりやす
く、より相談しやすくなるように、令和５年 11月１日、生活福祉課内にひきこもり総合相談
窓口を開設しました。電話、来所、訪問による支援を実施しています。
　専門相談員が、丁寧に経緯などをお聞きし、一人ひとりにあった悩みや困りごとに応じて、
関係機関とも連携しながら伴走型支援を行っています。

普及啓発及び情報提供 　
新宿区では、相談者に窓口のことをより知ってもらうことを目的として新宿区内のコンビニ

エンスストア全 110店舗にご協力いただき、ひきこもり総合相談窓口のチラシを店内に掲示し
ていただきました。
その他にも区内スーパーマーケットや区内都立高校等にも掲示等を依頼しています。
また、相談者がひきこもり総合相談窓口に気軽に相談がしやすくなるように、窓口を案内す

るカード型の周知物を作成し区内高校や大学、図書館等を含めた公共施設に配布しています。
また、ひきこもり総合相談窓口の相談員による手作りの通信の作成もおこなっています。
今後とも、チラシ設置や通信の発行等の普及啓発を通じて、ひきこもり相談窓口の情報発信

を行っていきます。
　令和 7年度には、
より多くの方にひ
きこもりについて
の理解を深めてい
ただけるよう、ひ
きこもり講演会も
開催しました。

毎月5・15・25日発行

令和7年（2025年）
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6月23日～29日は男女共同参画週間…4面 ／ 平和コンサート…5面 ／ 新宿御苑 森の薪能…6面
新宿区定額減税補足給付金（不足額給付）を支給します…12面 ／ 戦後80年 伝えてください あなたの戦争体験…12面

区のサービス・手続き・施設のご案内発行：新宿区　
編集：区政情報課　
〒160-8484  新宿区歌舞伎町1-4-1  ☎（3209）1111
HP https://www.city.shinjuku.lg.jp/
※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）を省略しています。

聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」へのお問い合わせは、
しんじゅくコールのファックスをご利用ください。
「新宿区総合案内用Aチャットボット」もあわせてご利用ください（24時間利用可）。

土・日曜日もご案内　
受付時間：�午前8時〜午後7時（ ）しんじゅくコール FAX（ ）

A チャットボット

広報新宿は、新宿区ホームページ、
webサイトやアプリからもご覧いただけます。

マイ広報紙 アプリ「マチイロ」
App Store

アプリ「マチイロ」
Google Play ストア

新宿区
ホームページ

詳しくは
2-3面でご紹介
しています

⼾⽥⻄表 ⽇下部

＼新年度もよろしくお願いいたします！ ∕

特 集
・さなぎ時間とひきこもり

・昨年度事業のおはなしサロンのご報告

・新年度改めて窓⼝のご紹介

春号

2025年

この度電話番号が変わりましたので、お知らせ
いたします。

03-5273-3853 ➡ 03-5273-3184

⼤変お⼿数をおかけいたしますが、何卒よろし
くお願いいたします。 P h o t o ： 新 宿 区 立 富 久 さ く ら 公 園

ただいま　さなぎ中
～ ひ き こ も り 、 生 き づ ら さ を テ ー マ に

お 送 り す る ニ ュ ー ス レ タ ー ～

学校に馴染めず不登校からひきこもりになった⽅。病気、障害により社会

活動が難しくなりひきこもりになった⽅。社会に出るも様々な傷付き体験で

ひきこもりになった⽅。社会の閉塞感により、⽣きづらさが加速した就職氷

河期世代の⽅など。各々ひきこもらざるを得なくなった背景は異なれど、共

通点もあります。それは⼼が凝り固まっていることです。

例えば、私たちは肩が凝ると⾎流が悪化し、様々な不調を引き起こすこと

があります。⼼の不調もこれに似ていて、⼼が凝り固まると⾊々な事柄を受

け⼊れることが難しくなっていきます。また、周囲の刺激に反応し過ぎるこ

とで、思考がぐるぐると巡り続けることもあります。しまいには⾃分のこと

なんてどうでもいい、何も価値がないと思い込んでしまうこともあるので

す。

肩が凝ると体が重いように、⼼も凝るとなんだか息苦しい。⼼が凝り固ま

ることは、⾊んな⽣きづらさにつながると思うのです。 だからこそ、私たち

は肩凝りをほぐすように、⼼にゆるみを作りたい。私たちは働き⽅ではな

く、⽣き⽅を共に模索したいと思っています。

⾃分の⼈⽣を建設的に、そしてしなやかに描けるようになることを、相談

員・職員⼀同願っています。

今よりもちょっと心がゆるくなるような

生き方を模索したい。

＊ご相談・お問い合わせ＊
電話：03-5273-3184
来所：新宿区役所第⼆分庁舎(1F)
（〒160-0022 新宿区新宿5-18-21）

発行：新宿区ひきこもり総合相談窓口

電話番号変更のお知らせ

新番号

度度電話話番号号がが変変わわりりまましたのでで
ししますす。

55273-3385533 ➡ 033-52733

おお⼿⼿数をおかかけけいたしまますがが、、何
願いいいいたします。

話番番号変更のお知知ら

新 号
⻄表⻄⻄ ⼾⽥⼾⼾⼾ ⽇下部⽇

ただいま　さなぎ中ただいま　さなぎ中

特 集
・さなぎ時間とひきこもり

・昨年度事業のおはなしサロンのご報告

・新年度改めて窓⼝のご紹介

P h o t o ： 新 宿 区 立 富 久 さ く ら公園

春号

2025年

ただいま　さなぎ中

夏号

2025年

P h o t o ： 第 1 回 ひ き こ も り 家 族 会 の 様 子 家族会の詳細は
こちら→

特 集
・チームメンバーで○○を語ってみた！

・周知カードを配布しています！

＊ご相談・お問い合わせ＊

電話：０３－５２７３－３１８４

来所：新宿区役所第二分庁舎(1F)

（〒160-0022 新宿区新宿5-18-21）

～ ひ き こ も り 、 生 き づ ら さ を テ ー マ に
お 送 り す る ニ ュ ー ス レ タ ー ～

あなたらしい歩みを応援したい。
私たちの取り組みを知ってほしい！そう思い、試行錯誤のなか新宿

区ひきこもり総合相談窓口がこの紙面を作成しています。

ひきこもる理由は本当に様々です。色々な生きづらさが複雑に絡み

合っており、何から手を付けたらいいのか分からなくなります。大切

なのは、生きづらさがありながらも自分の人生をどのようにデザイン

するかだと思います。

自分の人生を自分らしくデザインできるよう共に模索し、時には整

理しながら進めていけたらなと思います。

あなたらしい歩みを私たちは応援しています。

発 行 ： 新 宿 区 ひ き こ も り 総合相談窓口

新宿区では、ひきこもりや生きづらさに悩む当事者やご家族の方向けに、家族会を毎月開催

しています。5月10日（土）には、特定非営利活動法人楽の会リーラから阿部副理事をお招き

し、「8050問題」をテーマにご講話いただきました。「膝を突き合わせるような関係づくり」や

「オープンハートを何より大切にしたい」というメッセージが特に印象的でした。

本事業では、年間を通じてひきこもりに関する様々なテーマを取り上げていく予定です。

今年度より新宿区ひきこもり総合相談窓口の周知カードを作成し、区内の公

共施設や教育機関で配布をしています。当窓口では、居住地を問わずご本人や

ご家族、ご友人など、匿名でもご相談をお受けしています。

話がまとまっていなくても、うまく話せなくても大丈夫です。今感じている

そのままの気持ちを私たちに話してみませんか。あなたのペースで、あなたと

一緒に考えていく、そんな窓口でありたいと考えています。

相談窓口の周知カードを配布しています！

X（旧Tw i t t e r）
新宿区公式X(＠shinjuku_info)にて、
ひきこもりに関する様々な情報発信
をしています。ぜひご覧ください！
➡https://x.com/shinjuku_info

＼S N Sで情報発信をしています！／

ただいま　さなぎ中ただいま　さなぎ中

夏号

2025年

P h o t o ： 第 1 回 ひ き こ も り 家 族 会 の様子 家族会の詳細は
こちら→

特 集
・チームメンバーで○○を語ってみた！

・周知カードを配布しています！

新宿区では、ひきこもりや生きづらさに悩む当事者やご家族の方向けに、家族会を毎月開催

しています。5月10日（土）には、特定非営利活動法人楽の会リーラから阿部副理事をお招き

し、「8050問題」をテーマにご講話いただきました。「膝を突き合わせるような関係づくり」や

「オープンハートを何より大切にしたい」というメッセージが特に印象的でした。

本事業では、年間を通じてひきこもりに関する様々なテーマを取り上げていく予定です。

は家

広報新宿 〔チラシ〕ひきこもり総合相談窓口

〔通信〕ただいまさなぎ中
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ひきこもり家族会・当事者の方の居場所づくりの開催
　新宿区では、令和 7年 5月より、毎月第二土曜日にて家族会を、令和 7年 10月からは毎月
第三日曜日には当事者のための居場所づくりを開催しています。
　家族会では、専門の講師の方をお招きし、特定のテーマで話し合う「テーマ別セッション」
と参加した方が自由に話したいことを話し合う「フリートークセッション」を隔月で開催をし
ています。また、当事者のための居場所づくり「フリースペースセッション」は、予約なしで
参加したいときに自由に参加ができ、当時者の方が安心して過ごすことができる居場所づくり
をおこなっています。運営はどちらもNPO法人楽の会リーラに委託し、家族会・居場所づく
りともにピアサポータースタッフ（経験者）が中心になって運営をおこなっています。
　その他にも、広域連携事業として様々な生きづらさを抱えている女性を対象にした「ひきこ
もりUX女子会」の開催や、他部署や他自治体と共催でのイベントなども積極的に実施してい
ます。

日
時 開場:13:007 5⽇（⼟）13:30∼16:30⽉

2025年

会
場

BIZ新宿 1階 多⽬的ホール
（新宿区⻄新宿6-8-2）

対
象

ひきこもりに関⼼のある⽅
定員：２００名

※お⾞・⾃転⾞での来場はご遠慮ください。

参加費参加費

無料無料

申込・お問合せ先

シンポジウム

14：00∼

漫才・トークライブ

講演会
15：10∼13：35∼

インターネットもしくは電話でお申込みください。

誰もが安心して自分らしく
生きられる社会へ

申込はこちら

ひきこもり経験者と支援者の
漫才コンビ

「ひきこもるということ」

2000年 東京NSCにてコンビを結成
2018年 東京新聞の芸人紹介記事にひきこもりの経験が

ある芸人として掲載され、以後各地で講演を行う。
2024年 静岡県函南町でひきこもり講演会

横浜市青葉区、泉区などでひきこもり講演会
2025年 横浜市鶴見区年6回ひきこもり講演会

群馬県高崎市でひきこもり講演会 など

【プロフィール】

キラーコンテンツ
和出仁氏 長谷川崇氏

一般社団法人漫才協会所属

横浜市中区役所中福祉保健センター
生活支援課生活支援担当課長

（元厚生労働省ひきこもり支援専門官）

松浦拓郎氏

「ひきこもり支援の現状および

ひきこもり支援ハンドブック策定までの経緯について」

ひきこもり当事者・経験者・支援者による
講演・トークライブ・シンポジウム

「生きづらさを生きていく」

岩崎 雨人氏
NPO 法人First Step 理事長

主催：新宿区

注）登壇者や内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■インターネットでの申込（LoGoフォーム）
URL：https://logoform.jp/form/kubz/hikikomorikouen

■電話での申込・お問合せ

０３−５２７３−４５７０（平日8:30〜17:15）

新宿区福祉部生活福祉課生活支援係（新宿区役所第２分庁舎１階）

生きづらさは特別なものではなく、生きていれば誰もが
抱えるものです。大切なことは生きづらさを抱えながら
も誰もが安心して自分らしく生きていけることだと思い
ます。そのような社会になるためには、どうしたらいい
のか？何か私たちにできることはあるのか？パネリスト
や皆さんと一緒に考えたいと思います。

【プロフィール】

会社経営者となる。3人の息子達の不登校、ひき

こもりから、任意の団体「始める一歩の会」に参加。

2021年 NPO法人Firststep を設立し、理事長に

2020年 同会会長に就任。

就任、現在に至る。

大学卒業後、二輪車の研究開発者、その後運送

【パネリスト（予定）】
■松浦 拓郎 氏（ファシリテーター）
■キラーコンテンツ 和出 仁 氏・長谷川 崇 氏
■岩崎 雨人 氏
■新宿区職員

【申込開始】
区民：６/２（月）〜
一般：６/９（月）〜

※申込締切は、
区民・一般ともに６/２７（金）

※下のQRコードからアクセスできます。

〔チラシ〕ひきこもり家族会 〔チラシ〕ひきこもり当事者の居場所づくり 〔チラシ〕ひきこもりUX女子会

〔カード〕ひきこもり総合相談窓口

〔チラシ〕ひきこもり講演会
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2 文京区の取組
文京区版ひきこもり総合対策
　文京区では、ひきこもりに関する総合相談窓口で
ある「文京区ひきこもり支援センター」を令和２年
４月に設置しました。
　また（公社）青少年健康センター　茗荷谷クラブ
にひきこもり等自立支援事業「STEP 事業」（相談支
援、段階的な支援プログラム、講演会等）を委託し
て実施しています。

ひきこもり支援センターを主軸とした支援ネットワーク 　
　庁内関係部署や支援関係機関で構成する「ひきこもり等自立支援会議」を設置し、ひきこも
り支援体制構築に向けた検討を行っています。また、ひきこもり支援センターが事務局となり、
ひきこもり支援従事者連絡会や複合的な課題を含む個別ケース検討会議を開催しています。
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人材養成研修事業 
　議義形式の研修から、段階的にグループワーク形式の研修を実施しています。

ひきこもり支援に関する情報発信
　「情報発信」では、リーフレットや区ホームページ等を利用して、ひきこもり支援に関する
情報やイベント等を周知しています。

文京区ひきこもり支援センターリーフレット

広域連携支援
　ひきこもりの状態を知られることを警戒して相談につながらない方もいることから、近隣区
（千代田区、台東区）と相互利用できる講演会・個別相談会を実施しています。また、都内複
数の自治体で主催する「ひきこもりUX女子会」も実施しています。

研修名 ひきこもり支援従事者養成研修 ひきこもりサポーター養成研修

対象 区の福祉・教育・保健分野等の職員、区内支援
関係機関の支援従事者 民生委員・児童委員、青少年委員　

内容
・分野別（高齢、介護、教育）の研修
・包括的アセスメント研修
・8050問題ケースの事例検討会（地区ごと）

ひきこもりについての基礎的な知識の習得、ひ
きこもり支援に必要な地域との連携について
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3 墨田区の取組
「墨田区ひきこもりに関する専用相談窓口《すみ家（か）》」を開設
　墨田区では、令和 5年 4月から「ひきこもりに関する
専用相談窓口《すみ家（か）》」を開設いたしました。（株
式会社学研エル・スタッフィングに委託）
　ひきこもりで悩んでいる方やそのご家族からの相談を
受け止め、ご本人が望む解決に向けて、伴走支援を行って
います。墨田区では、ひきこもり状態に
あるご本人からの相談だけでなく、ご家
族からの相談に対しての支援も重要視し
て対応しています。
◆対象　区内にお住まいのひきこもり等
で悩んでいる方などからの相談をお受け
します。なお、ご家族は区外にお住まい
の場合も相談が受けられます。

【相談に対してどんなことするの？】
　相談支援事業の実施体制として、ひき
こもり支援実績のある公認心理師が必ず
全ての相談に関わることとしています。
　まずは、相談窓口の支援員がご相談者
の話を聞き、課題解決に向けて伴走支援
を行います。
　支援方法としては、電話、メール、オンライン、対面相談、訪問相談、家族会・当事者会な
ど状況や希望に沿って多面的な対応をしています。

【家族会ってどんなことしているの？】
　家族会では、オープンダイアローグの手法を活用して実施しています。複数のクライアント
を同時に対応しますので、通常のオープンダイアローグとは異なりますが、リフレクティング
などの手法を活用することで、効果的な対話となっていると感じています。
　参加者からは、「心の一番深いところの話を聞いてもらえた。」などの感想があります。

【チラシ】当事者・家族に寄り添った
墨田区ひきこもり相談窓口「すみ家」

地域福祉プラットフォーム事業との連携
　地域福祉プラットフォームは、小さなお子さんから高齢
の方まで、どなたでも気軽に立ち寄ることができる地域の
居場所、世代間交流の場所であると共に、地域における様々
な困りごとの相談に応じる「交流拠点と相談の場」です。
　このプラットフォームにひきこもり相談員（公認心理師
等）を週に 1回派遣し、出張相談を実施しています。区社
会福祉協議会のＣＳＷが常駐していますので、様々な困り
ごとに対して連携して対応することができるとともに、「居
場所」として利用することもできます。
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「墨田区ひきこもり専用ＷＥＢサイト《すみ家（か）》」の開設
　ひきこもり相談窓口のさらなる周知とわかりやすい情報発信をめざした専用ＷＥＢサイトを
開設しました。ひきこもりで悩んでいる方に寄り添って作成しているところが特徴となってお
り、コンテンツや内容については、ひきこもりを経験された方や、ひきこもり専門の相談員（公
認心理師等）などからの意見を取り入れ、当事者目線を重視し作成しました。
　サイトでは、区の職員や、支援員が動画で支援する流れや、相談方法などを説明しているほ
か、いじめによって 10代にひきこもりだった経験専門家のコラムも掲載しており、ひきこも
りになる経緯や心境などの体験談を掲載しています。

VTuber を活用した動画配信
民間企業と協定を締結し、

公民連携事業として、VTuber
を活用した動画配信を行って
います。
　情報が極めて届きにくいか
らこそ、少し変化のあるもの
にチャレンジしています。 
　見てくれた人が「ほっこり」
して、【「ひきこもり」への理
解が深まれば】との思いで制
作しています！
　ぜひご覧ください。

安心して相談できるよう
に、支援員や、相談方法の
紹介をしているよ！
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4 品川区の取組
エールしながわ　
　品川区では、ひきこもり等で社会に出るきっかけを探しているおおむね 15 歳から 49 歳ま
での方を対象とした若者等社会参加支援事業「エールしながわ」を実施しています。（「品川区
社会福祉協議会」に委託）

○当事者・家族支援（相談、懇談会、学習会）
　不登校やひきこもりなど生きづらさを抱える方やその家族等を対象に、相談窓口（電話・来
所相談　事前予約制）を開設しています。（祝日を除く月曜日～金曜日　午前９時～午後５時、
来所相談は午後 4時まで）
　また安心して経験や悩みを共有し語り合える場・孤立しがちな家族や本人に寄り添う場とし
て、家族懇談会「ひきこもりほっとたいむ エールの会」を開催。自分らしく生きるヒントを見
つけるきっかけを提供しています。（8月・12月を除く原則毎月第３土曜日に実施）
　ひきこもり等への理解を深める場の提供としては、ひきこもり学習会を開催しています。（原
則奇数月第 2金曜日に実施）
　家族懇談会・学習会ともに事前予約制・参加費無料です。

○社会体験の提供
　社会福祉協議会が持っている福祉ネットワークを活かしながら、当事者の特性に応じたオー
ダーメイド型の社会体験メニュー（20種類以上）を用意しています。社協内での封入・仕分
けのような事務作業に加えて、近隣町会の清掃や掲示板貼り替え作業などの課外活動も設定し、
地域や企業・団体との連携を通じて、より豊かな社会体験を提供しています。

○「エールしながわ通信」の発行
　エールしながわでは、ひきこもりや生きづらさを抱える方とその家族を支援する情報誌「エー
ルしながわ通信」を発行しています。毎月、相談窓口やイベント、家族懇談会、学習会、体験
プログラムなどの最新情報を掲載し、社会とのつながりを広げるきっかけを提供。地域で安心
して暮らせる環境づくりを目指し、当事者や家族に寄り添った情報をお届けしています。
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子ども若者応援フリースペース
　品川区では、様々な生きづらさを感じている子ども・若者
への支援として、「一般社団法人 子ども若者応援ネットワー
ク品川」に委託し、安心して過ごせる居場所等支援として「子
ども若者応援フリースペース」事業を実施しています。（利
用は無料）

○居場所事業と相談支援
　学校や家庭で孤立しがちな子ども・若者が、安心して自由
に過ごせる居場所を提供しています。ひとりでのんびり過ご
したり、利用者同士で交流したりするほか、専門性を持つス
タッフが常駐し、個別相談やグループ活動も行っています。

○社会体験プログラムの提供
　若者を対象に、オンライン配信や動画編集などの IT 仕事
体験や、フリースペース内での調理体験、 田んぼ作業など
様々な社会体験機会を提供し、社会とのつながりを育みます。

○保護者・支援者向けイベント
おや親カフェ（保護者対象）
似たような立場の保護者同士で、子育てのこ

と、生活のことなどリラックスして自由に語り
合う場です。
おしゃべり座談会（保護者・支援者）
「おしゃべり座談会」は、子どもや若者にかか
わる大人たちが、それぞれの抱える不安や問題
などを、自由に語り合う小さな場です。

○ユースワーカー養成講座や子ども若者応援セミナーの実施（各年１回）
　品川区では子ども・若者に関わる様々な担い手の育成や、地域全体で子ども・若者を支える
ための協力体制の構築を目指しています。
　子ども若者応援フリースペースは、区からの委託をうけ、ユースワーカー養成講座や子ども
若者応援セミナーを企画・開催しています。

※「ユースワーク」は、子ども・若者が「やりたい！」「まなびたい！」という主体的な挑戦を、
地域コミュニティ支える社会教育活動です。ユースワーカーは、子ども・若者たちと一緒
に豊かな場づくりを進める実践者です。
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5 中野区の取組
ひきこもり支援事業の広報　
ひきこもり状態にあるご本人やそのご家族のみならず、広く区民の方にひきこもり支援窓口

を知っていただくことを目的とし、ひきこもり支援啓発Webまんが「休むことも次への一歩」
および啓発動画「一人で抱え込まない社会へ～ひきこもり支援の多様性～」を制作しました。
　まんがや動画が、当事者とそのご家族の、それぞれの悩みや心情を知るきっかけとなり、日々
のコミュニケーションのヒントとなること、そして、地域全体にひきこもりへの理解が広がる
きっかけとなるよう願っています。

〇ひきこもり支援啓発Webまんが「休むことも次への一歩」

　「休むことも次への一歩」は、ひきこもり相談の専門
窓口等で、実際に当事者と接している中野区社会福祉
協議会と協力し制作しました。
　当事者が抱える不安や悩みを描き、まんがの読み手
が自分ごととして考えられる内容となっています。

〇ひきこもり支援啓発動画「一人で抱え込まない社会へ～ひきこもり支援の多様性～」

　ひきこもり経験のある方のインタビューや、令和 5年度に実施したひきこもりサポーター
養成講座の映像を収録した動画です。令和５年１２月に JCOM中野・杉並（中野エリア）にて、
放送した他、中野区公式 YouTube チャンネルで公開しています。

中野区HPから
Webまんが
啓発動画が

ご覧いただけます
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当事者・家族の居場所づくり
〇ひきこもり当事者・家族のための居場所
　カタルーベの会

ひきこもり当事者、家族、生きづらさを抱
えている方のための居場所です。ボードゲー
ム、切手整理、ボッチャ、雑談、音楽を聴く
など、気軽に参加できます。参加者の好きな
ことや得意なことを活かし、映画会や音楽会、
食事会などのイベントも開催しています。

〇女子会「一期一会 女子のゆる～い
　お茶会」

　お抹茶、編み物、ヨガなどのちょっとし
た体験を取り入れ、お話が苦手な方も参加
しやすいよう工夫しています。ひきこもり
サポーターの協力を得て開催しています。

〇ひきこもり地域家族会　中野わの会

　家族の中だけで不安や悩みを抱え込まな
いよう、家族同士で情報交換ができる場で
す。カウンセラーや心理士の方を招いた勉
強会も行っています。

〇ひきこもり家族向け勉強会

　ひきこもりのことで悩む家族を対象にし
た勉強会です。講義やワークショップを通
して「自分（家族）が楽になる」ヒントが
見つかります。

ひきこもりサポーター養成講座　
中野区では、ひきこもりや生きづらさを抱えている方の理解者を増やすために、区民向

けにひきこもりサポーター養成講座を開催しています。令和７年度現在、46名の方がひ
きこもりサポーターとなり、各居場所等で活動しています。

※お好みやきイベントの写真 ※編み物の手作りコースターでのお茶会の様子



11

6  豊島区の取組
「豊島区ひきこもり支援協議会」の立ち上げ　　
豊島区では、令和 2 年 7 月に「SDGs 未来都市」及び「自治体

SDGs モデル事業」に選定されたことを契機に、複合的な課題が混在
しているひきこもり支援の相談体制を強化することとし、令和 3年 7
月に「ひきこもり支援協議会」として立ち上げました。本協議会は、
当事者や家族の状況に応じた支援をより一層推進するために、学識経
験者、支援団体、当事者、民生委員・児童委員協議会などの地域団体
などで構成し、豊島区の地域性を踏まえた支援のあり方や方針につい
て検討しています。
　令和６年度は第 2期がスタートしたこともあり、第 1期のまとめとして「豊島区ひきこもり
支援の取り組み」を作成しました。

ひきこもり相談窓口の設置　
　令和３年７月から「ひきこもり相談窓口」を開設し、各課と連携しながら、支援し続ける（つ
ながり続ける）こと、「ゴールは就労だけではない」といったメッセージを掲げ、当事者やご
家族の皆様に寄り添った支援を行っています。
　同時に福祉や医療、心理などの専門知識を持つ相談員がひきこもり情報サイトや X（旧
Twitter）を通じて、当事者等へ直接メッセージを発信することで、安心感を生み出し、些細
なことでも躊躇せずに相談できる窓口を目指しています。
　当事者の楽しい、やりたいという気持ちを大切に、就労に限らない地域のイベントなどの社
会参加の機会を提供し、息の長い継続的な支援を行っています。

【チラシ】豊島区ひきこもり相談窓口

誰でも漠然とした不安や生きづらさがあったり、
みんなと楽しく過ごせない、そんな思いを抱えることがあります。
まずは、一人で悩まず誰かに話すことから始めませんか？

あなたらしい生き方、

応援します
来所で相談

「ひきこもり相談窓口」豊島区役所４階福祉総務課内（自立促進担当課）
受付時間：平日午前8時30分～午後4時30分 

※祝日、年末年始を除く。　※不定期で休日窓口相談を実施しています。

電話相談
☎ 4566-2427

受付時間：平日午前8時30分～午後4時30分 ※祝日、年末年始を除く

メール相談
A0029968＠city.toshima.lg.jp
24時間受け付けています。 ※ただし、返信にお時間をいただきます。

訪問相談
相談日、相談場所の打ち合わせを行います。詳細はお問い合わせください。

☎ 4566-2427
受付時間：平日午前8時30分～午後4時30分 ※祝日、年末年始を除く

「ビデオトーク」を使用して来庁せずに相談できる環境を用意しています。
事前に電話やメールで予約すれば、すぐに対応ができます。

※スマートフォンが必要です。通信料は自己負担です。

オンライン相談（要予約）

令和3年7月に専用窓口を開設しました

豊島区ひきこもり相談窓口

豊島区ひきこもり情報サイト
こちらからアクセス

漠然とした

不安がある方

生きづらさを

抱えている方
身近に悩んでいる人がいたら教えてあげてください

ご家族の方の相談も

ひきこもり抱えないで
誰かに話そう

所管課

豊島区福祉部自立促進担当課　
住所：豊島区南池袋2-45-1 4F

お悩みをうかがいながら必要に応じて
関係機関にもおつなぎします。

　窓口に相談したからといって、すぐに何かが変わる（変え
る）ことは難しいです。
　だからこそ一緒に時間をかけて、これまで行ってきたこと
を吟味し、他の方法はないか模索していきます。
　なによりも、ご本人にとって安心できる環境づくりのため
に手助けができればと、日々お話しを聞かせていただいてい
ます。
　ほんの少しの時間でも、私たちと話して思いを共有したり、
一緒にとりとめのない雑談ができたりしたら幸いです。
　「相談すること」は、ものすごく勇気のいることですが、わた
したちと「おしゃべり」しにきていただけるのをお待ちしてい
ます。

相談の流れはどのようなものですか？

ひきこもり相談窓口へ
［ご本人、ご家族の相談］

どなたでもお気軽に
うまく話せなくても大丈夫です。

ひとりで悩まず、
誰かに話すことから
始めませんか?

就労だけが
ゴールではありません

［ご本人以外の相談］

・本人との関わり方、対応の仕方、
  本人の気持ちなどを一緒に考えます。

・ご家族の思いもお聞かせください。

・他機関の情報をご案内します。
（当事者会・家族会、別の相談窓口、CSW※、
  講演会やイベントなど）※CSW＝コミュニティソーシャルワーカー

親身になってお話をお聞きします。

あなたに寄り添いながら、あなたの
ペースで少しずつ。時間をかけて向
き合います。

あなたの居場所として、ホッとできる
場を一緒に考えていきます。

来所で
相談

電話
相談

メール
相談

訪問
相談

オンライン
相談

※オモテ参照あなたに合った方法で相談してください。

お話をお聞かせください

何度でも
お話をお聞きします

必要に応じ、提案します

関係機関の活動への参加、体験、就労後も

地域活動 、体験就労、セミナー、
ボランティア体験、就労　　など

相談員からのメッセージ

誰かと話をするだけでも
心が軽くなります。
ただ誰かと話したい…
それだけでも大丈夫。

池
袋
駅

東
口

パルコ

東口交番

南池袋公園

首
都
高
速

サンシャインシティ

東京メトロ
東池袋駅
東京メトロ
東池袋駅

豊島区役所



12

普及啓発及び情報提供　　
　区の取組や「ひきこもり相談窓口」について、広報としま特別号（令和 3年 10月 1日号
全戸配布）、広報としま生きづらさサポート特集号（令和 5年 10月発行全戸配布）、毎月の広
報としま「ひきこもり相談窓口だより」、周知チラシ・カード・リーフレットの配布、としま
テレビ、専用ホームページ「ひきこもり情報サイト」、ブログ、SNS（Ｘ旧 Twitter）など様々
な媒体によって、広報・周知活動を実施しています。
　広報としま生きづらさサポート特集号では、相談の流れや事例を載せたほか、気軽に相談で
きるよう相談員からのメッセージを発信し、全戸配布しました。

ひきこもり支援ネットワーク会議の開催　　
　豊島区で活動する団体が抱える課題を把握するとともに、地域でひきこもり支援に関わって
いる団体との連携を構築するため、令和 3年 10月にひきこもり支援ネットワーク会議を設置
しました。現場から見たひきこもり支援のあり方について、率直に意見交換を行っています。
当初は 4団体でしたが、現在は当事者団体等が加わり、6団体で構成しています。今後とも官
民連携による支援提供のあり方について相互理解を深めていきます。

ひきこもり合同相談会・講演会の開催　　
　令和 5年度はひきこもり支援の方向性として、家族支援の強化を進め、相談につながる仕
組みをつくるために、関係機関や民間支援団体とのネットワークを積極的に活用し、より相談
しやすい体制を整えることとしました。その一環として、令和 5年 11月にひきこもり合同相
談会・講演会を開催し、家族相談や居場所の紹介、ピアによる相談、
金銭面の相談などについて各ブースに分かれて相談会を行うととも
に、家族支援を題材にした講演会を行いました。
　令和６年度はメタバースも取り入れ、ネットワーク会議参加団体
との共催で、ひきこもり当事者が活躍できる機会としてイベントを
開催しました。
　令和 7年度は当事者やピアの立場から豊島区ならではの視点で本
音を語る機会を作るため、豊島区ひきこもりフォーラムを開催しま
した。ひきこもり支援ハンドブックについての講演だけでなく、当
窓口の利用者による体験談やメッセージの紹介、参加者同士の交流
の場としてテーブルトークを開催しました。

広報としま生きづらさサポート特集号（令和 5年 10月発行）
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7  板橋区の取組
「板橋区ひきこもり相談窓口」の開設　
板橋区では、令和 5年 7月から「板橋区ひきこもり相談窓口」を開設いたしました。

　窓口の支援コーディネーターが、ひきこもりの状態にある方やそのご家族のお話しを伺い、
不安や悩みに応じて必要な支援機関等の紹介・連携したサポートを行いながら、『これからのこ
とを一緒に考えていく相談支援』を行っています。相談方法は、電話・来所・オンライン（Zoom）
のほか、必要に応じて訪問相談・同行支援も行っています。
　また、当窓口は「いたばし暮らしのサポートセンター」（自立相談支援機関）に併設している
ため、金銭面や就労等の生活の困りごとについても、相談しやすい体制となっています。

ひきこもり支援に関する講演会の開催
　ひきこもりやその支援に対する社会的理解を促進するため、区民向けの講演会を年３回程度
開催しています。毎年9月には、板橋区のひきこもり家族会と共催で、講演会及びシンポジウム、
その後に多職種チーム（ひきこもり相談窓口支援コーディネーター、区保健師、公認心理師、
ピアサポーター）による個別相談会を開催しています。

ひきこもり支援情報の発信

ひきこもり相談窓口チラシ 相談窓口個室

ひきこもり相談窓口専用
ホームページ

　ひきこもり支援に関する講演会・
イベント、地域家族会、民間支援団
体の情報を掲載しています。

ひきこもり支援リーフレット
　区や都のひきこもりに関する相談支援機関をまとめた
リーフレットを発行しています。
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居場所「ひだまりうむ」～社会参加推進事業～
　居場所ひだまりうむは、ひきこもり当事者の方の居場所として令和５年４月に開設し、令和
6年９月に広い事業所「あい・リンク・プレイス」へ移転し、受け入れ体制を拡充しました。
室内は、靴を脱いでくつろげる畳スペースや個別ブースを備え、ゆっくり過ごせる環境となっ
ています。
　個人で自由に過ごすフリータイムや、各種プログラム（クラフトワーク・簡易なスポーツ等）、
農業体験、ひきこもり経験のあるピアサポーターとの交流等を行っており、当事者がこれらの
体験を通じて、人や社会とつながるきっかけづくりを支援しています。

ひだまりうむ室内 畳敷きのくつろぎスペース クラフトワーク（藤棚飾り）

　また、同じ建物の別フロアにジョブトレーニングルーム（就労準備・就労支援）があるため、
一人ひとりに応じた社会参加への一体的な支援が可能です。

ひきこもり家族教室～ご家族への支援～
　ひきこもりはご本人だけでなく、ご家族へのサポートも重要です。板橋区では「ひきこもり
家族教室」を開催し、ご本人のエネルギーを高めていくための話しの聴き方や対応のほか、家
族のストレス対処方法について、講義やロールプレイ・グループワークを行いながら学びます。
また、教室内では交流会も実施しています。他の参加者（ご家族）の対応を聞くことで、日常
での関わりの工夫を考えていく機会を設け、ご家族が孤立せず、支え合っていく場をつくって
います。

ひきこもり医師相談（精神科医）
　精神科医による個別相談（予約制・単発）を行っています。
　医療の必要性について、見立てと家族対応の助言を行います。
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８  練馬区の取組
練馬区では、複合的な課題に対する支援ニーズへの対応を強化するため、令和５年度からア

ウトリーチ型の支援や社会参加に向けた居場所支援などの重層的な支援を開始しました。

ひきこもりへの住民理解の促進　　
練馬区社会福祉協議会のボランティア・地域福祉推進センター（コーナー）を、ひきこもり

など複合的な課題を抱えながらも、どこに相談したらよいかわからない方の相談窓口に位置付
けています。区ホームページ、公式 X（旧 Twitter）、LINE 等で広く周知するほか、保健相談
所などにチラシを配架しています。令和６年度からは、薬剤師会の協力を得て、区内薬局でも
チラシを配架しています。
　また、区民向けのひきこもり講演会を実施しています。講演会参加者からは「ひきこもりに
関して理解が深まった」という声がありました。このほか、家族会が実施する講演会（練馬区後援）
と連携し、ひきこもりへの住民理解の促進を行っています。

練馬区ひきこもり相談窓口チラシ

ひきこもり講演会テーマ
令和５年度
　ひきこもりへの地域理解
　～家族・地域にできること・できないこと～
令和６年度
　親から始まるひきこもり回復
　～ひきこもり当事者への家族の関わり方～
令和７年度
　ひきこもりを生きる
　～本人と親が傷つけあわないために～ひきこもり講演会の様子
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アウトリーチ型の支援・社会参加支援　
　複合的な課題を抱えながらも、支援につながらない世帯に対するアウトリーチ型の支援を開
始しました。ボランティア・地域福祉推進センター（コーナー）の地域福祉コーディネーター
が区民や地域団体から地域で気になる方などの情報を収集し、相談内容に応じて地域包括支援
センターや保健相談所などの支援機関につないでいます。
　また、地域の社会資源に関する情報収集、新たな社会資源の開拓を行うとともに、既存の社
会資源では対応できない対象とのマッチングを行っています。

あすはステーション（居場所）
　「あすはステーション」ではひきこもり状態にある方や社会参加が難しいと感じている方に
向けて、社会参加のきっかけづくりになるよう、居場所支援を行っています。
　令和７年７月には区内２か所目の「あすはステーション大泉」を開設しました。
　気が向いたら、ちょっと足を向けたくなる、自宅以外の場所。そこでの出会いや、つながり、
そして少しずつでも自分がしたいこと、できることを、自分のペースで見つけることができる
場所。その人、一人ひとりにとって安心して過ごせる場所を目指しています。

ひきこもり講演会テーマ
令和５年度
　ひきこもりへの地域理解
　～家族・地域にできること・できないこと～
令和６年度
　親から始まるひきこもり回復
　～ひきこもり当事者への家族の関わり方～
令和７年度
　ひきこもりを生きる
　～本人と親が傷つけあわないために～

あすはステーション大泉
開設チラシ

あすはステーション（居場所）
チラシ

あすはステーション
（居場所）ホームページ
※詳細のプログラムは
　こちらでご確認ください

あすはステーション大泉「居場所」プログラム例
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9  足立区の取組
ひきこもりの相談と居場所の支援「セーフティネットあだち」　　
　足立区では、知識やノウハウを有する専門事業者に「セーフティネットあだち」の運営を
委託し、年代を問わずひきこもりの状態にあるご本人及びその家族に対し、相談支援等によ
り積極的に信頼関係を築き、保つことに注力しながら、ひきこもりの本人や家族の尊厳と自
己肯定感の回復を主要な目的として支援を行っています。

相談支援　（平日の午前 10時から午後６時まで）
　対面・電話・メールによる相談のほか、ご自宅への訪問相
談も行っています。ご本人や親だけではなく、きょうだいや
関係機関からの相談もお受けしています。また、対象者の年
齢に制限はありません（居場所支援も同様）。

居場所支援　（平日の午前 10時から午後６時まで）
　利用登録いただいたご本人を対象に、自宅以外の居場所を
提供しています。足立区以外の方も利用できます。
　・ゲーム、読書、描画などご本人の状態にあった活動
　・スタッフや他の利用者とお話、交流
　・月１回以上イベント開催（映画鑑賞、お散歩、工作等）
　・ご自宅からの往復交通費を支給（要事前登録）
　など、ご本人のニーズ・ペースに合わせて、自由に過ごす
ことができます。

●フリースペースの日（毎月第２・４火曜日の午後２時から６時まで）
　居場所の利用には事前登録が必要ですが、「フリースペースの日」は、事前連絡や予約も不
要で、居場所利用の体験ができます。時間内は入退室自由で、見学だけでも可能です。

●メタバースを活用したオンライン居場所（毎月４回開催。詳細は下記ホームページを参照）
　オンラインで気軽につながることを目的に実施しています。
　事前に利用申込みが必要ですが、申込
み後は予約・事前連絡なしで利用ができ
ます。
　ご本人・ご家族・関係者の方が利用で
きます。
　匿名（ニックネーム）でご利用できる
ほか、声を出さずにチャットでのお話や
居るだけの利用、個別相談
もできます。

令和７年４月にリニューアル。部屋
全体を木目調で統一し、居心地がよ
く相談しやすい空間を提供

●たぬき広場
●カバ広場
　スタッフと利用者が
集まって、ゲームや会
話を楽しめます

●個室さくら
●個室ひまわり
　周りに会話が聞こえ
ない環境で、スタッフ
と個別相談が可能

※ホームページアドレス
　https://kizuki-corp.com/service/
　adachi-safety-net/
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相相談談申申込込・・受受付付票票  

ＩＤ   
※※初回 

相談受付日 
令和   年    月    日 受付者  

■基本情報  ※※太太枠枠欄欄はは必必ずずごご記記入入くくだだささいい。。  

相談支援の検討・実施等にあたり、私の相談内容を必要となる関係機関（者）と情報共有し、保

管・集約することに同意します。  

署名欄 

ふりがな  性別 □男性 □女性 □その他 

氏名  生年月日 
□大正  □昭和  □平成 

   年   月   日 （     歳） 

住所 
〒      － 

 

電話 自宅  携帯  

来談者 

注) ご本人 

以外の場合

に記入してく

ださい。 

 

氏名  
ご本人と

の関係 

□家族（本人との続柄：       ） 

□その他（               ） 

住所  

電話 

（自宅） 
 

電話 

（携帯） 

 

■ご相談の内容（お困りのこと） 

※※ご相談されたい内容に○をおつけください。ご相談されたいことが複数の場合は、全て○をし、一番お困りのこと

には◎をおつけください。 

 仕事探し、就職について  収入・生活費のこと  仕事上の不安やトラブル 

 家賃やローンの支払いのこと  
税金や公共料金等の支払

いについて 
 債務について 

 資金の貸付について  住まいについて  病気や健康に関する.こと 

 こころの問題に関すること  食べるものがない  家計全般に関すること 

 介護に関すること  子育てに関すること  ひきこもり・不登校 

 家族関係・人間関係  地域との関係について  DV・虐待について 

 その他（                                                             ） 

※※ご相談されたいことを具体的に書いてください。ご支援にあたっての希望もあればお書きください。 

 

 

 

 

 

  

（（初初回回相相談談受受付付部部署署））  

相相  

談談  

内内  

容容  

・・  

概概  

要要  

相相談談受受付付日日    月月    日日（（  ））部部署署名名                        担担当当者者  

※※初初回回部部署署はは記記入入不不要要  

相相談談済済のの部部署署  □□仕仕事事（（          ））  □□多多重重債債務務（（          ））  □□健健康康・・生生活活（（          ））  

              □□介介護護（（          ））  □□子子育育てて（（          ））    □□そそのの他他（（              ））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜今今回回のの対対応応＞＞  

  

  

  

  

  

  

当当課課のの継継続続相相談談  有有・・無無  

  

  

  

※※他他のの部部署署へへのの相相談談がが必必要要なな場場合合ののみみ次次頁頁へへ  

  

  

相相談談がが必必要要とと    □□仕仕事事（（          ））    □□多多重重債債務務（（          ））    □□健健康康・・生生活活（（          ））  

思思わわれれるる部部署署    □□介介護護（（          ））    □□子子育育てて（（          ））      □□そそのの他他（（              ））  

  

紹紹  

介介  

先先  

①①  

予予約約日日時時    同同行行  有有・・無無  

                  課課                係係    担担当当者者                            館館      階階  

名名称称                                              担担当当者者  

住住所所                                              電電話話番番号号  

  

相相  

談談  

内内  

容容  

・・  

概概  

要要  

相相談談受受付付日日    月月    日日（（  ））部部署署名名                            担担当当者者  

相相談談済済のの部部署署  □□仕仕事事（（          ））  □□多多重重債債務務（（          ））  □□生生活活（（        ））  

              □□介介護護（（          ））  □□子子育育てて（（          ））    □□そそのの他他（（              ））  

  

  

  

  

＜＜今今回回のの対対応応＞＞  

当当課課のの継継続続相相談談  有有・・無無  

（（福福祉祉ままるるごごとと相相談談課課回回付付日日      年年    月月    日日））  

  

相相談談がが必必要要とと    □□仕仕事事（（          ））    □□多多重重債債務務（（          ））    □□健健康康・・生生活活（（          ））  

思思わわれれるる部部署署    □□介介護護（（          ））    □□子子育育てて（（          ））      □□そそのの他他（（              ））  

  

紹紹  

介介  

先先  

②②  

予予約約日日時時    同同行行  有有・・無無  

                課課                係係    担担当当者者                            館館      階階  

名名称称                                              担担当当者者  

住住所所                                              電電話話番番号号  

  

相相  

談談  

内内  

容容  

概概  

要要  

相相談談受受付付日日    月月    日日（（  ））部部署署名名                            担担当当者者  

相相談談済済のの部部署署  □□仕仕事事（（          ））  □□多多重重債債務務（（          ））  □□生生活活（（        ））  

              □□介介護護（（          ））  □□子子育育てて（（          ））    □□そそのの他他（（              ））  

  

  

  

  

＜＜今今回回のの対対応応＞＞  

当当課課のの継継続続相相談談  有有・・無無  

（（福福祉祉ままるるごごとと相相談談課課回回付付日日      年年    月月    日日））  

  

つなぐシート

福祉まるごと相談課の取組　　
●足立区ひきこもり支援協議会・同支援検討部会の設置
　令和５年度に、ひきこもり支援の拠点の場であり、支援のあり方や支援体制の検討及び情報
共有の場である「足立区ひきこもり支援協議会」を設置しました。さらに令和６年度から、同
協議会の下に支援検討部会を設置し、より具体的な支援メニューの検討を行っています。

●ひきこもり支援リーフレットの発行
　ひきこもり状態のご本人とご家族の方が安心して相談につな
がっていただくため、また、ひきこもりに対する偏見や固定観念
をなくし、理解の輪を広げることを目的に、リーフレットを作成
しました。区内各施設で配布しています。

●ひきこもり支援セミナーの実施
　区民、ひきこもりの状態にあるご本人やその家族、支援者等に向けたひきこもりに関するセ
ミナーを年１回開催し、理解の促進に取り組んでいます。

●総合相談会の実施
　福祉まるごと相談課、福祉課、保健師、弁護士、ひきこもり支援事業者、パーソナルサポー
ト（自殺対策）関係事業者で協働し、生活・健康・こころに関する相談などをワンストップで
受けとめる「総合相談会」を年５回（１回あたり４～５日程度）開催しています。

「つなぐシート」の活用　
　個々の事案に対して、支援機関間での切れ目のない支援体制を確立するため、足立区では「つ
なぐシート」を活用しています。複数の関係機関が情報を共有し、連携して相談者の悩みをで
きる限り早期に解決するために、足立区で考案・作成したものです。
　相談等を受けた部署が内容を記録し、相談者から個人情報のやり取りにかかる同意を得た上
で、必要な支援を提供する他の機関へリレー形式でつないでいくためのツールとして利用して
います。
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10 江戸川区の取組
ひきこもり相談支援　

江戸川区では、当事者・家族の気持ちに寄り添いながらお話を丁寧に伺いま
す。また、必要な支援機関をご紹介し、連携しながら支援を実施しています。

問い合わせ
電話、区公式ホームページからの相談フォーム、オンライン相談、LINE 相談か
ら問い合わせができます。

相談受付
本人の状況を伺いながら支援の内容を説明します。ご家族や支援者からの相談
もお受けします。

初回相談
直接面談で困りごとや不安な気持ちを聴かせていただきます。窓口やオンライ
ン、お近くの公共施設、自宅への訪問で相談を行います。

つながり
続ける
サポート

相談員が、当事者・家族の気持ちに寄り添いながら必要な支援を一緒に考えて
いきます。状況に応じて関係機関と連携しながら伴走型の支援を行います。
居場所の利用や、就労に向けた準備の支援、自立後もいつでも相談ができるよ
うつながり続けるサポートを行います。

家族会　～江戸川区地域家族会「エバーグリーン」～
　ひきこもりの状態に悩む家族同士が集まることで、普段はなかなか話せない気持ちや思いを
共有することができ、孤立することなく、一緒に悩み支えあう仲間を作ることができます。
　ひきこもり相談支援員も参加し、参加者とお話ししながら相談や情報提供を行います。

当事者会「ふらっと」
　ひきこもり状態にある方に、オンライ
ンで人と話す楽しさを、リアルで人と会
う喜びを感じてもらう居場所です。
　定期的に参加しやすいように、毎月決
まった曜日時間帯に、オンラインとリア
ルで 1回ずつ開催しています。
　スタッフは参加者同士が対話しやすい
ように、会話のきっかけや話題の提供を
行います。
　会の序盤には緊張感を和らげるための
アイスブレイクゲームや、参加者全員が
協力して取り組むことができるワーク
ショップを行います。
　また、話したくないけれど参加したい
人のために、リアル・オンライン共にリ
スナー席も用意しています。
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当事者・家族向け対話交流会
　ひきこもり専門家・当事者やテーマに応じたゲストを囲み、ひきこもりの状態に悩んでいる
方やその家族と思いを語り合います。
　質疑応答の時間もあり、ひきこもりへの正しい理解と知識やひきこもりの状態の方への接し
方など学ぶこともできます。

メタバース居場所
　ひきこもりによる社会的な孤立
を防ぎ、段階的な社会参加を支援
するため、オンラインとリアル会
場をつなぐハイブリッド型のメタ
バース居場所を開催しています。
　メタバースではアバター（分身）
を通じて、ファシリテーターや他
の参加者とチャット（音声及びテ
キスト）機能を使って自由に会話ができ、自宅にいながら会場にいるような感覚で交流をする
ことができます。

駄菓子屋居場所 よりみち屋
　ひきこもりの状態にある方が安心して過ごせる空
間と短時間の就労体験を行うことができる駄菓子屋
が一体となった居場所です。
　年齢を問わずどなたでも利用できる居場所では、
ひきこもりの状態にある方と地域の方が自然につな
がることができます。
　利用者の意見を居場所の運営に取り入れながら、ともに居心地のよい居場所づくりを行って
います。

ひきこもりの状態にある人やその家族等へのサポート推進条例
　ひきこもりの状態にある人やその家族等へのさらなるサポートの充実と、区民や地域
への理解促進を進め、ひきこもりの状態にある人やその家族等に寄り添い、一人一人の
思いが尊重され、誰もが安心して暮らせるまちを目指すために令和５年１１月６日に制
定しました。
【基本理念】
一　ひきこもりの状態にある人が、地域の一員として、その生き方及び価値観が尊重
され、自分らしい暮らしを選択することができること。

二　ひきこもりの状態にある人等が、悩み又は不安を一人で抱え孤立することなく、
区、区民等、事業者及び支援団体に相談し、その状況に応じた必要なサポート又は
配慮を求めることができること。
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11  八王子市の取組
重層的支援体制整備事業の実施　　
　八王子市では、令和 3年度から重層的支援体制整備事業を実施しています。その中の包括
的相談支援事業では、地域住民の身近な相談窓口である「はちまるサポート」を中心に、属性
や世代、相談内容に関わらず包括的に相談を受け止め、関連する支援機関同士が連携をとりな
がら支援を行っています。また、複雑化・複合化した課題を抱えている事例に対しては、多機
関協働事業において課題をアセスメントするほか、支援会議の活用などにより庁内部署と支援
機関が連携し、役割分担や支援の方向性を整理しています。

ひきこもり支援部会の開催
　令和３年４月に立ち上げた「ひきこもり支援部会」では、家族会、支援機関、庁内部署が一
堂に会して相互連携を深め、ひきこもりの状態にある方の社会的自立を推進するための、市の
ひきこもり支援の在り方について検討しています。

ひきこもり相談窓口の明確化・周知
　当事者や家族が必要な際に相談できるよう、ひきこもりに関する相談窓口を下記のとおりと
し、リーフレットの配布や市ホームページへの掲載により周知を行っています。

●はちまるサポート
　はちまるサポートは、地域の身近な相談窓口として市内に
13か所（令和 7年 11月時点）設置されており、コミュニティ
ソーシャルワーカーが対面や電話により相談に対応するほか、
当事者が相談窓口に出向くことが難しい場合は、訪問支援（ア
ウトリーチ）を通して、当事者や家族と信頼関係を構築しな
がら、個々の状況に応じた継続的な支援を行っています。

●子どもと家庭に関する総合相談（こども家庭センター）
　妊産婦及び 0歳から 18歳未満のお子さんとご家庭に関するあらゆる相談に応じています。
保護者からの相談のほか、お子さん自身からの相談もお受けしています。専門の相談員があな
たといっしょに考えます。ひとりで悩まず、ほんの少し勇気を出して、相談してみてください。
プライバシーは守られますので、お気軽にご相談ください。

●生活自立支援課での就労支援
　生活面の支援のほか、直ちに就労が困難な方には、ボランティア活動などの社会参加の提供
や一般就労に必要な知識や能力の向上を目的としたジョブトレーニングを実施しています。一
般就労を目指す方には、オーダーメードの求人開拓や就職後の定着支援を柱とした就労支援を
実施しています。
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●こころの健康相談（保健対策課）
　こころの病気に関する悩み、困りごとなどに対し、市内在住の方、ご家族、関係機関からの
ご相談を受け付けています。

●若者総合相談センター
　高校生世代から 39歳までの若者が、「学校や職場で居場所がない」「誰でもいいから話を聴
いてほしい」など、何でも相談できる、ワンストップ相談窓口です。ひきこもりの相談など、
ご本人の状況についてのご家族からの相談も承ります。また、人と話すことに慣れるセミナー
を開催しているほか、居心地よく過ごせるフリースペースを提供しています。

●高齢者あんしん相談センター
　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、必要な援助、支援を行うために設置
している身近な相談窓口です。介護、福祉、医療の専門職員が配置され、総合相談支援、包括
的継続的マネジメント、権利擁護、介護予防ケアマネジメントの４つの業務を行います。

市民セミナーの開催
　重層的支援体制整備事業の一環として、令和 4年度から地域共生社会に関する市民セミナー
を開催し、学識経験者等による講演や地域団体・はちまるサポートのコミュニティソーシャル
ワーカーの支援活動報告を通して、ひきこもりや 8050問題をはじめとした地域生活課題につ
いて地域住民の理解が進むよう周知・啓発を行いました。 
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12 武蔵野市の取組
安心して相談のできる場　
　武蔵野市では、令和３年４月に多様かつ複合的な相談を受
ける窓口として「福祉総合相談窓口」を開設し、ひきこもり
に関する相談先として明確化しました。現在、３名の福祉相
談コーディネーターがひきこもり状態にある方やそのご家族
からのご相談を受け止め、必要に応じて関係機関と連携した
チーム支援を展開しています。
　また『武蔵野市ひきこもりサポート事業それいゆ』を
NPO法人文化学習協同ネットワークに委託し、15 歳から
49歳までのひきこもりに関する相談、社会参加のための支
援を行っています。
　当事者だけでなくご家族からのご相談も受けており、ニー
ズに寄り添った丁寧な支援を行っています。仲間との出会いを大切にしており、様々なワーク
ショップのほか運動の苦手な方でも「みんなが楽しめる」を目標に、月 1回フットサルを開
催しています。

社会参加に向けた手厚いサポート　
　『武蔵野市ひきこもりサポート事業それいゆ』では、むさしの地域若者サポートステーショ
ンとの連携を図り、地域のイベントや団体・企業・商店会等とのつながり、就労までの中間的
な場を活用し、社会参加に向けた継続的なサポートを行っています。

　生きづらさを抱え、社会参加にハードルを感じている若者が働きながら学ぶ、文化学習協同
ネットワークが立ち上げた「風のすみか」というコミュニティベーカリーがあります。となり
のパン屋というプログラムでは、高齢者に向けた配達や販売をグループワークとして行ってい
ます。また、若者の中間的就労の場として、シェアキッチン事業「すみかふぇ」をオープンし、
「風のすみか」の卒業生がこれまでの経験を活かし、地域の中で活動しています。
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それいゆ　家族セミナー・フォーラムの開催

【チラシ】家族セミナー

家族セミナー

　当事者の家族を対象とした交流の場を提
供し家族の負担を軽減すること、また、情
報交換の場とすることを目的とし、年に 7
回家族セミナーを開催しています。

フォーラム

　年に 2回、ご家族だけではなく多くの方
を対象にフォーラムを実施。
　講師を招いての基調講演や活動発表等を
行い若者の声を中心に届けています。

【チラシ】フォーラム

ひきこもり支援事業講演会
　武蔵野市では、ひきこもりに対する正し
い理解を持ち、ひきこもりは地域・社会が
支えていく課題であること、当事者とその
家族がひきこもりについて相談して良い悩
みであると知っていただくことを目的とし、
年に 1回講演会を実施しています。
　講演会は会場での実施に加え、動画配信
も行っています。

【チラシ】ひきこもり支援事業講演会

広域連携支援（広域連携事業）
　ひきこもりなどの生きづらさを抱えた女性を対象に「ひきこもり UX 女子会」
を開催しています。地元の居場所には足を運びにくいという声から、都内複数の
自治体が広域で連携し居場所支援を行っています。



25

13  調布市の取組
調布市子ども・若者総合支援事業「ここあ」　　
　調布市では、ひきこもりや不登校、無業などの困難を抱える子ども・若者とその家族を支援
するため、相談・居場所・学習支援の３つの事業を一体的に行う調布市子ども・若者総合支援
事業「ここあ」を実施しています。
　「ここあ」は、子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者総合相談センター」で
あるほか、「ひきこもり地域支援センター」としても位置付けており、４０代以上のひきこも
りの相談についても受け付けています。
　相談・居場所・学習支援の３つの事業を一体的に展開することで、様々な悩みやニーズに寄
り添いながら対応できる点が、調布市の特色です。

調布市子ども・若者支援地域ネットワーク
　調布市では、ひきこもりや不登校、無業などの困難を抱える子ども・若者とその家族を支援
するため、行政機関や市内で活動するNPO法人など30の機関・団体が連携して支援を行う「調
布市子ども・若者支援地域ネットワーク」を設置しています。
　本ネットワークでは、各機関の相互理解と連携促進を図るため、以下の取組を行っています。

○事例紹介
　年３回開催している本会議において、３団体ずつ連携事例等を紹介

○施設見学会
　各構成機関のスタッフを対象とした施設見学会を実施
　近隣の施設をグループ化し、複数のコースを設定のうえ実施している。
　毎年、延べ 50人程度が参加

調布市子ども・若者総合支援事業「ここあ」リーフレット
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○講演会・シンポジウム
　毎年、子ども・若者支援に関連するテーマを設定し、市民や支援者など、どなたでも参加で
きる講演会やシンポジウムを開催。オンライン同時配信やアーカイブ配信も行っている。

○紹介動画
　相談窓口を有する構成機関を対象に、1～ 2分程度の紹介動画を制作し、
市公式 YouTube にて配信

○子ども・若者とその家族を対象としたチャット相談事業
　調布市はNPO法人「あなたのいばしょ」と連携し、令和 7年 7月 1日 ( 火曜日 ) から、
調布市の子ども・若者とその家族を対象としたチャット相談事業を行っています。
　チャットは，24時間 365日、いつでも無料・匿名で利用することができます。

○リーフレット
　各相談窓口の支援内容等を周知するため、本ネットワークのリーフレットを作成
　卒業前の中学３年生全員や二十歳のつどい参加者にリーフレットを配布している。
　市立小中学校の児童・生徒の保護者には情報提供システム「すぐーる」で配信している。

再生リスト

調布市子ども・若者支援地域ネットワークリーフレット
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14  町田市の取組
町田市保健所を中心とした地域支援ネットワークの構築　　
　町田市では、保健所において、当事者や家族の相談・支援を行っています。2012年度から
2016 年度までの５年間は、「まちだ未来づくりプラン」の重点事業として、ひきこもり者支
援体制推進事業に取り組みました。
　また、2015年度からは、保健医療、福祉・居場所、就労、教育の各分野の関係機関が参加
し「ひきこもりネットワーク会議」を開催しています。この会議では事例検討やグループワー
クを行い、関係機関の役割や取り組み等の相互理解や連携を深めています。
　2016年度には、関係機関と共に「町田市ひきこもり者支援イメージ図」を作成しました。
　保健医療、福祉・居場所、就労、教育などの分野ごとに利用できる社会資源をまとめたもの
であり、市民が相談する際に活用されています。

当事者・家族向けのグループワーク　　
　町田市保健所では、当事者及び家族向けのグループワークを開催しています。
　当事者向けのグループワークは、回復途上にあるひきこもりの状態にある当事者が、安全な
環境で他の参加者と交流や活動を重ね、社会参加の足がかりとすることを目的として行ってい
ます。
　家族を対象としたグループワークは、親自身が、当事者とのコミュニケーションや対応方法
を振り返り、親子関係や夫婦関係の課題について考え、当事者の回復に向けての気付きを得る
ことを目的として行っています。
　グループワークを実施することにより、当事者・家族が相談しやすい環境づくりを行うとと
もに、個別支援との両輪による支援を行っています。
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【町田市ひきこもり者支援イメージ図】（表面）　

【町田市ひきこもり者支援イメージ図】（裏面）　　

※各機関の活動内容は変更している場合があります。
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15  日野市の取組
ひきこもりに関する支援　　
　日野市のひきこもりに関する窓口はセーフティネットコールセンターです。
セーフティネットコールセンターは「福祉の初期総合相談窓口」として、ひきこもりに限らず、
様々な困りごとの相談支援を行っていますので、関係部署や関係機関との連携がスムーズに行
えることが強みです。
ひきこもりの状態にある方やその周囲の方にとって、まずは相談しやすい環境を整えることを
大切に、困りごとの解決と、生きづらさの解消を目指しています。

ひきこもり支援事業で行っている 5つのコンテンツ　
①相談（対面・オンライン・訪問）②セミナーの開催　③居場所の運営や紹介　④広報活動
⑤日野市ひきこもり家族会との連携

①相談
・専門の相談員による相談（対面・オンライン）（予約制）

・セーフティネットコールセンターでの相談（対面・電話）（予約不要）
※その他必要に応じて、訪問や同行支援も行っています

②セミナーの開催（年 2回）
　セミナーは、相談や支援に抵抗のある方にも参加しやすくセーフテネットコールセンター
を知っていただく貴重な機会となっています。
※過去のセミナー「Z世代も楽じゃない」「日野市の 8050問題を考える」等
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〇（R8.6 月まで実験実証中）オンライン上の「I
い ば し ょ
BASYO・M

め た
ETA場

ば
」

　ご自宅等安全な場所に居ながら、アバターを使用し、声での参加、チャットのみの参加、
見ているだけと、参加方法を選ぶことができ、自分のペースで人との交流ができる場です。

〇たきあいあい：個別相談などで相談につながった方などを対象に、安心感を大切にした隠
れ家的居場所を週に 2回開催しています。

〇ひきこもりUX女子会：複数の自治体と広域で連携して、女性の当事者会を開催しています。
　また、年齢や性別を問わずひきこもりに関心のある方同士が交流できる「つながる待合室」
も同時開催しています。

〇みらいと高幡：くらしの自立相談支援窓口「みらいと」に併設したみんなの居場所。子ど
もから大人までを対象とした居場所を週 5回開催しています。

④広報活動
　情報を必要な方に届けることは、大切な支援であると考えています。
　広報ひの、日野市ホームページ、LINE や X等の SNSやデジタルサイネージ、チラシによる
情報発信、各種マスコミに向けたプレスリリースも積極的に行っています。
日野市HP：https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/sumai/1012318/index.html

⑤日野市ひきこもり家族会との連携
　日野市ひきこもり家族会は、ご家族が運営しており、当事者、もと当事者、ご家族、支援者
等が懇談形式で自由に想いを語り合い、交流する場所となっています。
　また、ひきこもりセミナーは家族会と共催で開催しています。

③居場所づくり
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16  国立市の取組
ひきこもり施策のコーディネート部門　　
　国立市では、18 歳以下は「くにサポ（子ども家庭部）」で、19 歳以上は「ふくふく窓口（健
康福祉部・生活困窮者自立相談支援機関）」で相談を受け付けています。個別対応の他、各専
門機関、専門窓口へおつなぎしています。

国立市ひきこもり家族会「ここから」
　平成 30年４月に国立市社会福祉協議会が家族
会を立ち上げ、初年度の家族会参加者の中から、
家族会自主運営に携わってくれるご家族と地域の
支援者で世話人会が発足しました。当事者や専門
家をお招きする勉強会を行い、勉強会の感想や日
常の思いを分かち合う「定例会」と、少人数での
んびりお話をする癒しの場である「親の居場所」
を開催しています。参加者は市内在住者に限りま
せん。

定例会

親の居場所
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生きづらさを抱えた方の居場所「からふらっと」　　
　令和 2年 8月より「ひきこもりなど生きづらさを抱えた方たちの日中の居場所を作りたい」
という提案をきっかけに作られた当事者会です。国立市社会福祉協議会が協同して開催してい
ます。日中の居場所という目的で開かれ、陶芸・ゲーム部・地域のごみ拾い活動を行ったり、
農園を借りて当事者に生産から販売まで関わってもらったりしています。また、毎月最終木曜
日の 17時からは少人数で対話交流できる「夕方からの居場所」を実施しています。

超短時間就労事業
　令和 3年 11月から生きづらさを抱える当事者やしょうがいの有無に関わらず一般就労に向
けて一歩踏み出す機会として、国立市社会福祉協議会と雇用契約を結び、1時間から 2時間程
度のお仕事をしていただき、賃金を支払う事業です。比較的、簡単な業務内容となっています。

つながる農園「くにたち陽向菜縁」
　令和 3年にスタートした国立市社会福祉協議会が管理・運営する交流農園です。子どもか
ら高齢者、また多様な背景をもつ市民が一緒に活動したり、居場所として参加できる場所です。
農作業経験の有無は問いませんし、興味があってもなくても気軽に参加できます。居心地の良
い農園を目指しています。

就労体験・就労訓練先の開拓・マッチング事業
　市内在住に限らず、ひきこもりなど生きづらさを抱えている人、就労から遠ざかっている人、
短期就労を繰り返している人などを対象に、就労体験や就労訓練を通して社会とのつながりを
持つきっかけ作りを行っています。体験・訓練の場は国立市内の企業、事業所、社会福祉法人
などで、令和６年度から市の委託を受けて国立市社会福祉協議会が実施しています。賃金の支
払いはありませんが、当事者が「自分にもできるかも」と思えるよう、短い時間、短い期間（最
長３ヶ月）での体験を行い、スモールステップを経て社会参加を目指していく取り組みです。
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17  狛江市の取組
若者の相談窓口を設置　
　市役所にて月２回程度、様々な状況の中で生きづらさを抱える
若者（概ね 15歳～ 39歳程度）の各種相談について、専門の相
談員が対応する相談窓口を開設しています。ご本人以外にも、ご
家族・ご友人などからのご相談もお受けしています。
　相談者一人ひとりに寄り添い、相談者に必要な情報提供等を行
います。また、必要に応じて継続的な相談支援を行うほか、各関
係機関と連携した支援を行っています。

家族会のネットワーク
　市内で活動する家族会 3団体と市社協のコミュニティソーシャルワーカーが協力し、ひき
こもりに関する狛江市の地域支援情報を１つのリーフレットにまとめました。

集団が苦手な子供の事で悩んでいる!困

っている!共感できる人と繋がりたい!そん

な方どうぞお越しください。

専門家がいるわけでもなく、何かを解決す

る場でもありませんが、おしゃべりをして

いるとストレス解消にもなり、色々な事に

気づくことも出来るのではないでしょう

か？皆さんとともに楽しめる居場所づくり

ができると良いなと思っています。

★おしゃべり会

毎月１回程度 出入り自由

ニックネームのみで参加可

＜会場＞あいとぴあセンターなど

★勉強会

年４回程度講師をお招きして開催

★刺繍教室

毎月１回 講師料 1,000 円＋材料費

＜問い合わせ＞

oyaoyakomae@gmail.com

＜問い合わせ＞

☎ 090-1208-3823
✉ okaeri2017@gmail.com

我が子が学校へ行かない、行きたくない、

行きたくても体調不良などで休みがちにな

るなど、不登校・登校渋りで悩んでおられる

方はいらっしゃいませんか？

2018 年 12 月から、そうした同じ悩みを持

つ保護者が集まり、日ごろの思いを話した

り聞いたりする場を開いています。私たち

の気持ちが楽になれば、子どもたちの気持

を考える余裕も生まれてくると思います。

毎月１回

＜会場＞狛江市中央公民館など

神戸大学名誉教授、広木克行先生を迎え

ての勉強会や交流会なども実施。

ごはん＋居場所おかえり

不登校を考える親の会
保護者の会 おやおや

こまえ家族会

かめのよりみち

身内にひきこもり状態の方がいるという

家族の会で、少人数でゆったりとした雰囲

気です。特に対象年齢などは定めておらず、

長期のひきこもりの親御さんも参加されて

います。匿名でも 1 回限りのご参加でも OK

です。同じ悩みを抱える家族の立場同士で

日ごろの悩みを分かち合いましょう。新た

な気づきが得られる場合もあります。

お気軽にお越しください。

偶数月の第３金曜日 13:30～15:30

＜会場＞よしこさん家（元和泉 3-10-4）

講師を招いた勉強会なども不定期で開催。

※子ども・若者の居場所活動を行う市民団体
「タルトタタン」が運営しています。

＜問い合わせ＞

✉komae.tartetatin@gmail.com

☎03-3488-0313
（狛江市社協コミュニティソーシャルワーカー直通）

運営団体「タルトタタン」

の HPにつながります

家族会 3団体が合同で発行した地域資源情報リーフレット（一部）

　【チラシ】狛江市若者相談事業
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多世代・多機能型交流拠点「ふらっとなんぶ」
　長年空き家となっていたお宅を市で借上げ改修し、地域の方
が誰でも出会い関わりあうことのできる居場所として、令和５
年３月に開設しました（運営：市社会福祉協議会）。コミュニティソーシャルワーカーも常駐し、
悩みや困りごと等についての相談を受けています。中には、不登校や生きづらさを抱えた当事
者が、ふらっとなんぶでのボランティアや趣味活動を通じて、社会との接点を作るために利用
するケースもあります。
　また、毎週水曜日は 12時～ 17時まで心理系の有資格者による市民活動として『子ども若
者ルームタルトタタン』（主に 10代～ 20代が対象）を開催しています。活動は、フリースペー
スの提供と相談受付となります。

外観 1 階リビング ２階相談室

重層的支援体制整備事業「福祉のつなぐシート」
　「ちょっと気になるな」「支援が必要そうだな」と思う人がいても、どこに相談したら良いのか、
何を伝えたら良いのか分からないという場合があります。こうした人や世帯を取りこぼすこと
なく支援機関に繋ぎ、包括的に支援をしていくことを目的として「福祉のつなぐシート」を作
成しました。つなぎ先が分からない場合は、この「福祉のつなぐシート」に記入し市に提出を
していただくことで、適当な支援機関につなげることができます。また、紙ベースでの提出以
外に、スマートフォンから入力、提出（Logo フォーム）をすることもでき、「福祉のつなぐシー
ト」の活用がしやすくなるよう工夫をしています。
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18  西東京市の取組
「ひきこもり支援係」の新設
　西東京市では、令和７年７月に「地域共生課ひきこもり支援係」を新設し、生きづらさを感
じている方やそのご家族などからの相談窓口をわかりやすくするとともに、ひきこもり支援
コーディネーターを配置し、自立相談支援機関や地域福祉コーディネーター等と連携しながら、
一人一人のペースに合わせた伴走支援を行っています。

居場所づくり
令和７年７月より公設高齢者施設（デイサービス）の跡地を活用し、生きづらさを感じてい

る方や社会における人や場とのつながりが希薄となっている方が様々な出会いをとおして次の
一歩を踏み出すきっかけとなる居場所の拠点（谷戸分庁舎）の運用を開始しました。幅広い年
代に対応できる居場所づくりや就労準備支援事業における活動プログラム等を実施しています。
　運用にあたっては、市担当者のみではなく、各関係機関及び参加者等からも意見や協力を賜
り、“皆で一緒に創り上げていく”ことを目指しています。

正しい理解への普及啓発
　ひきこもりへの正しい理解を促し、偏見等のない地域づくりをすすめることを目的として市
報やホームページ等での周知、講演会やイベント等による普及啓発を実施しています。 
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家族セミナーの開催
　同じ悩みを抱えるご家族同士が集い、ともに学び考え、
さらに交流を図ることで、ご家族の孤立感・孤独感を和ら
げ、ご家族自身が安心して過ごせるようにすることを目的
としたセミナーを実施しています。家族セミナーには、市
担当職員だけでなく、ひきこもり支援事業委託事業者のほ
か、地域福祉コーディネーターや就労準備支援事業支援員
等も参加し、情報提供と連携等を図ることで、セミナー開
催後の継続した支援に繋がった事例もありました。

社会参加に関する調査（ひきこもり実態調査）の実施
　西東京市では、ひきこもり状態にある方の生活状況やニーズ、課題等を把握・分析し、今後
のひきこもり支援施策等に反映するための基礎資料とすることを目的とし、市民等を対象に暮
らしぶり、外出頻度、就労状況等の社会参加に関する調査を実施しました。また、日頃からひ
きこもり状態にある方やその家族等と関わる可能性のある関係機関を対象とした調査もあわせ
て実施しました。
　報告書の詳細は市ホームページに掲載しています。
＜URL ＞
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/
kakusyuresearch/hoken/syakaisankanikansurutyousa.html
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19  大島町の取組
若者自立サポートステーション「ロケット」　　
　当事者の居場所として、若者自立サポートステーション「ロケット」を設置し、毎週活動し
ています。
　　
支援の対象者：おおむね 18歳から 49歳までの当事者
　　　　　　　※民生委員からの情報をもとに支援の対象者を拡大

支援の内容：対象者に合った支援方法を提供
　　　　　　屋内作業（看板製作、ミシン作業等）、
　　　　　　屋外作業（個人農園での農業体験）など

活動事例

看板製作 置物制作

ミシン作業 ミシン作業の作品


